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そ
の
他
の
収
入
に
関
す
る
基
準

雇
用
保
険
・
休
業
給
付
金
・
私
的
年
金
・

利
子
・
配
当
金
な
ど
恒
常
的
に
得
て
い
る

収
入
は
す
べ
て
認
定
審
査
の
対
象
と
な
る

収
入
で
す
。

雇
用
保
険
は
日
額
三
、六
一
二
円
未
満
で

あ
れ
ば
認
定
で
き
ま
す
。
私
的
年
金
は
公

的
年
金
と
同
様
に
判
断
し
ま
す
が
、
利
子
・

配
当
金
な
ど
そ
の
他
諸
々
の
収
入
に
つ
い

て
は
基
本
的
に
年
収
総
額
で
判
断
し
ま
す
。

収
入
を
確
認
す
る
お
も
な
書
類

被
扶
養
者
と
し
て
認
定
す
る
際
や
資
格

継
続
調
査
の
際
は
、
お
も
に
（
表
二
）
の

書
類
を
提
出
し
て
い
た
だ
き
ま
す
。
ま
た

収
入
の
増
加
に
よ
り
、
被
扶
養
者
の
資
格

が
取
消
に
な
る
手
続
き
の
際
に
も
必
要
と

な
り
ま
す
の
で
書
類
の
保
管
を
お
願
い
い

た
し
ま
す
。

父
母
の
認
定
基
準

父
母
に
つ
い
て
は
、
父
母
個
々
の
年
収

が
一
定
の
収
入
基
準
を
満
た
し
て
い
る
だ

け
で
な
く
、
組
合
員
世
帯
の
年
収
を
考
慮

し
て
組
合
員
の
扶
養
能
力
を
判
定
し
、
認

定
し
ま
す
。

（
注 

）「
配
偶
者
の
父
母
」（
養
子
縁
組
を

し
て
い
な
い
父
母
）
は
、
同
居
し
て

い
な
い
場
合
は
認
定
で
き
ま
せ
ん
。

父
母
の
認
定
基
準
の
要
件

〔
第
一
要
件
〕
父
母
の
年
収
の
認
定
限
度
額

父
母
二
人
の
年
収
の
合
計
額
が
（
表
三
）

の
額
未
満
で
あ
る
こ
と
。

〔
第
二
要
件
〕
組
合
員
の
扶
養
能
力
の
判
定

組
合
員
の
年
収
の
八
十
五
％
を
二
分
の

一
し
た
額
が
、
父
母
二
人
の
年
収
合
計

額
よ
り
多
い
こ
と
。

〔 

第
三
要
件
〕
組
合
員
世
帯
と
父
母
世
帯
の

収
入
の
比
較

組
合
員
の
年
収
の
八
十
五
％
の
額
と
認

定
す
る
父
母
の
年
収
の
合
計
額
を
、
組

合
員
と
認
定
す
る
父
母
お
よ
び
他
の
被

扶
養
者
の
全
人
数
で
割
っ
た
一
人
当
り

の
額
が
、
父
母
の
年
収
合
計
額
の
一
人

当
た
り
の
額
（
父
母
二
人
の
場
合
は
年

収
合
計
額
の
二
分
の
一
の
額
）
よ
り
多

い
こ
と
。

※ 

第
一
〜
三
す
べ
て
の
要
件
を
満
た
し

て
い
る
こ
と
が
必
要
で
す
。

※ 

父
母
の
一
方
を
認
定
す
る
場
合
で

も
、
父
母
が
い
る
場
合
は
、
父
母
二

人
の
収
入
を
合
わ
せ
て
算
定
し
ま
す
。

※ 

別
居
し
て
い
る
父
母
も
同
じ
要
件
で

認
定
し
ま
す
が
、
生
計
維
持
関
係
の

判
断
方
法
と
し
て
組
合
員
か
ら
父
母

へ
の
仕
送
り
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

こ
の
場
合
、
第
三
要
件
に
お
け
る
組

合
員
の
年
収
は
、
父
母
へ
の
仕
送
り

額
を
除
い
た
額
と
な
り
ま
す
。

※ 

組
合
員
の
給
与
収
入
は
、
給
与
か
ら

社
会
保
障
費
分
が
控
除
さ
れ
る
額
を

考
慮
し
て
、
給
与
年
収
の
八
十
五
％

の
額
で
算
定
し
ま
す
。

別
居
し
て
い
る
被
扶
養
者
へ
の

仕
送
り
額
の
確
認
書
類

別
居
し
て
い
る
父
母
な
ど
（
学
生
の
子

を
除
く
）
へ
の
仕
送
り
額
の
確
認
書
類
に

つ
い
て
は
具
体
的
な
仕
送
り
実
績
の
わ
か

る
書
類
を
提
出
い
た
だ
き
ま
す
。

〔 

仕
送
り
額
の
確
認
書
類
は
金
融
機
関
を

通
じ
た
書
類
に
限
定
〕

・ 

振
込
受
取
書
の
控
原
本
ま
た
は

A
T
M
利
用
明
細
の
控
原
本

・ 

自
動
振
替
に
よ
り
送
金
し
た
通
帳
の
写

・ 

郵
便
局
の
現
金
為
替
利
用
に
よ
り
送

金
し
た
そ
の
控
原
本

※ 

い
ず
れ
の
仕
送
り
書
類
も
送
金
人（
組

合
員
）・
受
取
人
（
被
扶
養
者
）・
送

金
額
が
確
認
で
き
る
こ
と
、
毎
月
定

期
的
に
仕
送
り
を
し
て
い
る
こ
と
が

原
則
で
す
。

な
お
、
仕
送
り
最
低
限
度
基
準
額
は

次
の
と
お
り
で
す
。

・
認
定
対
象
者
一
人
・
月
額
五
万
円

・
認
定
対
象
者
二
人
・
月
額
九
万
円

・
認
定
対
象
者
三
人
以
上
・
月
額
十
万
円

共
済
組
合
の
被
扶
養
者
の
認
定
基
準

は
、
家
族
構
成
、
同
居
別
居
な
ど
、
状
況

に
応
じ
て
細
か
く
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

な
か
で
も
重
要
な
の
は
被
扶
養
者
の
収
入

で
あ
り
、
共
済
組
合
で
定
め
た
収
入
基
準

額
以
上
の
場
合
は
認
定
さ
れ
ま
せ
ん
。

今
回
は
組
合
員
の
子
（
十
八
歳
以
上
）、

配
偶
者
、
父
母
に
つ
い
て
、
被
扶
養
者
と

し
て
認
定
で
き
る
収
入
に
関
し
て
説
明
し

ま
す
。

収
入
の
種
類
と
そ
の
収
入
基
準

パ
ー
ト
・
ア
ル
バ
イ
ト
な
ど
の

給
与
に
関
す
る
収
入
基
準

十
八
歳
以
上
六
十
歳
未
満
の
組
合
員
の

子
（
大
学
生
や
専
門
学
校
生
も
含
む
）
や
配

偶
者
は
就
労
能
力
が
あ
る
も
の
と
み
な
す
た

め
、
パ
ー
ト
・
ア
ル
バ
イ
ト
の
収
入
は
認
定

審
査
の
対
象
と
な
る
収
入
で
す
。（
収
入
基

準
は
、
下
記
収
入
例
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。）

（
注 

1
）
年
収
は
所
得
税
法
上
の
一
月
か
ら

十
二
月
ま
で
の
収
入
で
は
な
く
、
現
在

か
ら
将
来
に
わ
た
っ
て
恒
常
的
に
得
ら

れ
る
こ
と
が
予
測
さ
れ
る
年
収
を
い
い

ま
す
。

（
注 

2
）
給
与
収
入
は
通
勤
手
当
な
ど
の
諸

手
当
・
賞
与
を
含
め
た
収
入
で
、
税
な

ど
の
諸
控
除
す
る
前
の
額
で
す
。

公
的
年
金
受
給
額
に
関
す
る
収
入
基
準

〔
年
金
収
入
の
み
〕

年
齢
や
受
給
す
る
年
金
の
種
類
に
よ

り
、
次
表
の
基
準
額
に
な
り
ま
す
。

【
年
金
収
入
と
パ
ー
ト
収
入
】

六
十
歳
以
上
で
公
的
年
金
を
受
給
し
な

が
ら
パ
ー
ト
収
入
が
あ
る
場
合
、
そ
の
合

計
年
収
額
が
一
八
〇
万
円
未
満
で
あ
る
こ

と
、
か
つ
年
金
月
額
と
パ
ー
ト
の
月
収
を

合
計
し
た
額
が
三
カ
月
連
続
ま
た
は
平
均

し
て
月
額
十
五
万
円
未
満
で
あ
る
こ
と
。

※ 

年
金
収
入
は
介
護
保
険
料
等
を
控
除

す
る
前
の
額
で
す
。

事
業
収
入
・
不
動
産
収
入
・
農
業
収
入

に
関
す
る
収
入
基
準

こ
れ
ら
の
収
入
は
年
収
で
判
断
し
、
前

述
の
給
与
収
入
と
同
様
に
現
在
か
ら
将
来

に
わ
た
っ
て
恒
常
的
に
得
ら
れ
る
こ
と
が

予
測
さ
れ
る
年
収
が
、
一
三
〇
万
円
未
満

（
六
十
歳
以
上
で
公
的
年
金
も
あ
る
場
合

は
合
わ
せ
て
一
八
〇
万
円
未
満
）
で
あ
る

こ
と
が
基
準
と
な
っ
て
い
ま
す
。

な
お
、
共
済
組
合
で
「
認
め
て
い
る
お

も
な
経
費
」（
表
一
）
を
控
除
し
た
額
を
実

際
の
年
収
と
し
ま
す
。
年
収
が
一
三
〇
万

円
（
一
八
〇
万
円
）
以
上
と
な
っ
た
場
合

は
、
該
当
す
る
年
の
一
月
一
日
に
遡
及
し

て
資
格
取
消
と
な
り
ま
す
の
で
注
意
が
必

要
で
す
。

※ 

所
得
税
法
上
の
必
要
経
費
と
は
異
な

り
ま
す
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

【基準を満たす収入例】 単位：万円

月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計

収入 11 9 12 11 9 10 13 9 10 13 7 12 126

①給与の年収が130万円未満であること。（注1）
②給与の月収が3ヵ月連続または平均して、108,334円未満であること。（注2）
※①②どちらも満たしていることが必要です。

【取消になる収入例】 単位：万円

月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計

収入 11 9 12 11 11 10 11 9 10 15 7 10 126

※3ヵ月連続⇒3月1日取消 ※3ヵ月平均⇒11月1日取消

【年金収入基準額】

年齢 種類 基準額

60歳以上
年金（※）受給 180万円未満

年金受給なし 130万円未満

60歳未満
障害年金 180万円未満

遺族年金 130万円未満

※国民年金・厚生年金・共済年金等
（基準額には、企業年金・私的年金を含みます。）

認
め
て
い
る
お
も
な
経
費
（
表
一
）

事
業
収
入
・

不
動
産
収
入

売
上
原
価
・
水
道
光
熱
費
・

修
繕
費
・
消
耗
品
費
・
地

代
家
賃

農
業
収
入

小
作
料
・
賃
借
料
・
種
苗

費
・
肥
料
費
・
飼
料
費
・

農
具
費
・
農
薬
費
・
修
繕

費
・
動
力
光
熱
費
・
荷
造

運
賃
・
地
代
家
賃
・
土
地

改
良
費
・
水
利
費
・
素
畜

費
・
精
米
機
使
用
料

そ
の
他
の

収
入

事
業
・
不

動
産
・
農

業
収
入

年
金
収
入

給
与
収
入

収
入
を
確
認
す
る
お
も
な
書
類
（
表
二
）

年
収
が
わ
か
る
書
類

最
新
年
分
の
確
定
申
告

書
の
写
・
収
支
内
訳
書

の
写

年
金
証
書
・
改
定
証
書
・

送
金
通
知
書
等
最
新
の

年
金
額
が
わ
か
る
書
類

の
写

各
月
の
給
与
明
細
の

写
・
雇
用
証
明
書
（
雇

用
条
件
・
月
給
等
が
わ

か
る
書
類
）

最新年度分の非課税証明書・課税証明書・
所得証明書等（全収入共通）

被
扶
養
者
の
認
定
基
準（
収
入
）に
つ
い
て

父母の年収の認定限度額（表三）

公的年金受給の有無 父母二人の合計年収の
認定限度額

父母ともに60歳以上

父母とも年金受給者 306万円未満

父母の一方が年金受給者 263万5千円未満

父母とも年金受給なし 221万円未満

父母ともに60歳未満
父母またはどちらか一方に収入あり 221万円未満

父母の一方が障害年金受給者 263万5千円未満

父母の一方が60歳以上、
一方が60歳未満

父母の一方が60歳以上の年金受給
者、一方が60歳未満 263万5千円未満

父母の一方が60歳以上で年金受給な
し、一方が60歳未満 221万円未満

（
お
問
い
合
わ
せ
先
）

共
済
組
合
保
険
課

電
話　

〇
二
九
―
三
〇
一
―
一
四
一
三




